
参考資料（第 10 条関係） 

 

○敷地に接する範囲の主要道路の整備例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○後続開発に留意した計画的な道路配置の例 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例１主要な道路が幅員９ｍ未満の場合 
・地区計画区域内に幅員９ｍ以上の道路を配置 

 

事例２主要な道路が幅員９ｍ以上１２ｍ未満の場合 
   （既に道路が幅員９ｍ以上に整備されている場合） 

・地区計画区域内に幅員１２ｍ以上の道路を配置 

幅員 9ｍ以上となるよう 
道路整備が必要 

幅員 12ｍ以上となるよう 
道路整備が必要 

凡例 
    重点促進区域（参考） 
 
    主要な道路 
 
    地区計画区域（予定） 
 
    地区計画区域（決定済） 
 
    後続開発予定地 
 
    道路拡幅部分 （整備済） 

（今回） 

事例３区域に接続する主要な道路の幅員が９ｍ未満の場合 
・幅員９ｍ以上となるよう道路を整備（これにより後続開発が可能） 

事例３敷地が接する範囲外の

主要道路（幅員 9m 以上） 

敷地に接する範囲 

事例１より幅員 9m 以上 


